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労災疾病臨床研究事業費補助金交付要領 

 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ ８ 日 

労 働 基 準 局 長 決 定 

（平成 27 年４月１日一部改正） 

（平成 28 年３月 15 日一部改正） 

（平成 29 年４月１日一部改正） 

（平成 30 年３月 29 日一部改正） 

（平成 31 年３月 28 日一部改正）  

（令和２年 12 月 25 日一部改正）  

（令和７年 11 月 26 日一部改正）  

 

 

（通則） 

１ 労災疾病臨床研究事業費補助金（以下「補助金」という。）については、労災疾病臨床研

究事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるほか、本要領により取り扱

うものとする。 

 

（補助金の交付先） 

２ 交付要綱第３条第３項の個人及び法人が満たすべき要件は、次のとおりとする。 

（１）個人 

次の①及び②に該当する者（以下「研究代表者」という。） 

① 次に掲げる国内の試験研究機関等（別に定めるガイドラインに基づき、補助金の

交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。）に所

属する研究者 

（ア）厚生労働省の施設等機関（当該研究者が教育職、研究職、医療職（※１）、福祉

職（※１）、指定職（※１）又は任期付研究員（※２）である場合に限る。） 

（イ）地方公共団体の病院及び附属試験研究機関 

（ウ）学校教育法に基づく大学及び同附属病院並びに同附属試験研究機関 

（エ）民間の研究所（民間企業の研究部門を含む。） 

（オ） 研究を事業目的の一環として行っている一般社団法人、一般財団法人、公益社

団法人、公益財団法人及び医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 39 条に定める社

団又は財団（以下「社団・財団法人」という。） 

（力） 研究を事業目的の一環として行っている独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103号）第２条の規定に基づき設立された独立行政法人 

（キ）その他厚生労働大臣が適当と認めるもの 

※１ 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。 

※２ 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によ
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りその責務を果たせなくなることがない場合に限る。 

② 研究を実施する組織を代表し、研究計画の遂行に関し全ての責任を負う者。ただ

し、外国出張その他の理由により３月以上の長期にわたってその責務を果たせなく

なることや、定年等により試験研究機関等を退職すること等が見込まれる者を除く。 

※ 厚生労働本省の職員として、補助金の評価委員会委員を務めていた期間、若

しくは補助金の交付先選定の意思決定に関わっていた期間から１年を経ない者

は、当該者が交付に関わった研究事業について、研究の実施はできないものと

する。 

（２）法人 

次の①又は②に該当する法人（別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受

けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。） 

① 研究又は研究に関する助成を事業目的の一環としている社団・財団法人、独立行

政法人及び都道府県 

② その他厚生労働大臣が適当と認めるもの 

 

（研究の組織） 

３ 研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により

構成されるものとする。 

（１）研究代表者 

（２）研究分担者 

研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者 

（３）研究協力者 

研究代表者の研究計画の遂行に協力する者 

 

（交付の対象経費） 

４ 交付要綱第５条第１項の経費の範囲の詳細は、別表第１及び別表第２のとおりとする。

ただし、次に掲げる経費を含まないものとする。 

（１）建物等施設に関する経費 

ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据

え付け費及び調整費を除く。 

（２）研究機関で通常備えるべき設備備品等の物品（その性質上、原形のまま比較的長期の

反復使用に耐えうるものに限る。）のうち、研究事業の目的遂行に必要と認められないも

のを購入するための経費 

（３）研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（４）価格が 50万円以上の機械器具及びその他の財産であって賃借が可能なものを購入する

ための経費（賃貸するよりも、購入した方が安価な場合を除く。） 

（５）その他この補助金による研究に関連性のない経費 
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（配分の変更） 

５ 交付要綱第 12条第４号の厚生労働大臣の承認を要する配分の変更は、次のとおりとする。 

（１）研究事業の直接経費の費目のうち各大項目（物品費、人件費・謝金、旅費及びその他）

の配分額が直接経費の総額の 50％（直接経費の総額の 50％の額が 300万円以下の場合は

300万円）以上増減する場合 

 

（費目の単価） 

６ 費目の単価は、別表第３のとおりとし、いずれの支出においても社会通念上妥当である

必要がある。 

 

（各種様式の区分） 

７ この補助金の交付申請等に係る各種様式は、次のように区分するものとする。 

（１）個人が研究事業を実施する場合          様式Ａ 

（２）法人が研究事業を実施する場合          様式Ｂ 

 

（研究計画書の提出） 

８ 交付要綱第７条第１項及び第２項の研究計画書は、７に定める区分に従い、研究代表者

が様式Ａ（１）又は様式Ｂ（１）により作成し、指定された部数を提出するものとする。 

また、交付要綱第８条の研究計画書についても、７に定める区分に従い、研究代表者が

様式Ａ（２）又は様式Ｂ（２）により作成し、指定された部数を提出するものとする。 

 

（交付申請書の提出） 

９ 交付要綱第 10条第１項の交付申請書は、７に定める区分に従い、同要綱第９条の交付基

準額等の決定及び通知を受けた者が様式Ａ（３）又は様式Ｂ（３）により作成し、１部提

出するものとする。 

 

（承諾書の提出） 

10 交付要綱第 10条第２項の承諾書は、同要綱第９条の交付基準額等の決定及び通知を受け

た者が様式Ａ（４）により作成し、１部提出するものとする。 

 

（経費変更申請書及び事業変更申請書の提出） 

11 交付要綱第 12条第４号及び第５号の経費変更申請書及び事業変更申請書は、７に定める

区分に従い、同要綱第 11条第１項の交付を受けた者が様式Ａ（５）又は様式Ｂ（４）によ

り作成し１部提出するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書の提出） 

12 交付要綱第 12 条第 16 号の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書は、７に定める区

分に従い、同要綱第 11条第１項の交付を受けた者が様式Ｂ（10）により作成し、１部提出
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するものとする。 

 

（保存すべき証拠書類） 

13 交付要綱第 14条第２項に基づき５年間保存しておかなければならない証拠書類は、次に

掲げるものとする。 

（１）厚生労働省へ提出した書類の写し 

  ① 研究計画書 

  ② 交付申請書 

  ③ 経費変更申請書及び事業変更申請書（該当する場合のみ） 

  ④ 事業実績報告書 

  ⑤ 事業年度終了実績報告書（該当する場合のみ） 

  ⑥ その他この補助金に関し厚生労働省に照会、回答等をした文書 

（２）厚生労働省から送付された書類 

  ① 交付基準額等通知書及びその関連書類 

  ② 交付決定通知書及びその関連書類 

  ③ 経費変更承認書、事業変更承認書及びその関連書類（該当する場合のみ） 

  ④ 交付額確定通知書及びその関連書類 

⑤ その他この補助金に関し厚生労働省等から通知、照会、依頼等を受けた文書 

（３）補助金を適正に使用したことを証する書類 

  ① 直接経費 

  （ア）収支簿 

  （イ）預金通帳（補助金管理のために設けた専用口座の残高証明又は当該口座の通帳の

写し） 

  （ウ）関係証拠書類 

    ・ 物品費（設備備品費及び消耗品費） 

      見積書、契約書、請書、納品書、検査調書、請求書、領収書、機種選定理由書

及び保管証等 

    ・ 人件費・謝金（人件費及び謝金） 

      その目的、内容、期間等が記載された労務等の提供があったことを証する書類

（出勤表、会議開催通知及び議事要旨等）及び受領書等 

    ・ 旅費 

      領収書、出張報告（記録）書、出張依頼書及び学会の開催が確認できる書類（開

催者が発行するパンフレット等）等 

    ・ その他 

      見積書、契約書、請書、納品書、検査調書、請求書、領収書等その支出の根拠

を確認できる書類 

 ② 間接経費 

直接経費の関係証拠書類を参考にして、その支出の根拠を確認できる書類 
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（４）様式Ｂ（11）補助金調書（都道府県に限る。） 

 

（証拠書類の一括保存） 

14 研究代表者は、研究分担者に補助金の一部を配分した場合においても、研究代表者から

事務の委任を受けた所属機関の長が、13（１）から（３）までに掲げる証拠書類を一括し

て保存しなければならない。 

 

（事業実績報告書の提出） 

15 交付要綱第 16 条第１項の事業実績報告書は、７に定める区分に従い、同要綱第 11 条第

１項の交付を受けた者が様式Ａ（６）又は様式Ｂ（５）により作成し、１部提出するもの

とする。 

 

（事業年度終了実績報告書の提出） 

16 交付要綱第 16条第１項の事業年度終了実績報告書は、７に定める区分に従い、同要綱第

11条第１項の交付を受けた者が様式Ａ（７）又は様式Ｂ（６）により作成し、１部提出す

るものとする。 

 

（研究報告書の提出） 

17 交付要綱第 16条第２項の研究報告書は、７に定める区分に従い、研究代表者が様式Ａ（８）

又は様式Ｂ（７）により作成し、１部提出するものとする。 

 

（研究年度終了報告書の提出） 

18 交付要綱第 16条第２項の研究年度終了報告書は、７に定める区分に従い、研究代表者が

様式Ａ（９）又は様式Ｂ（８）により作成し、１部提出するものとする。 

 

（総合研究報告書の提出） 

19 交付要綱第 16条第３項の総合研究報告書は、７に定める区分に従い、研究代表者が様式

Ａ（10）又は様式Ｂ（９）により作成し、１部提出するものとする。 

 

（研究結果の概要の登録） 

20 研究結果については、交付要綱第 16条第２項に規定する研究報告書及び同条第３項に規

定する総合研究報告書の提出とは別に、研究代表者が厚生労働省の定める方法及び期限に

より、当該研究結果の概要を提出するものとする。 

 

（収支報告書の提出） 

21 研究代表者は、別に定めるところにより、収支報告書を提出するものとする。 

 

（補助金の英訳） 
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22 研究成果を英文で印刷する場合等における補助金の英訳は、「Industrial Disease  

Clinical Research Grants」とする。 

 

（その他） 

23 特別の事情により４に定める対象経費によることができない場合は、あらかじめ厚生労

働大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。 

 

附則（平成 29年 4月 1日改正） 

 この変更は、平成 29年 4月 1日以降に、交付要綱第 11条の規定により交付決定された研

究課題に対する補助金から適用する。 

 

附則（平成 30年３月 29日改正） 

 この変更は、平成 30年 3月 29日以降に、交付要綱第 11条の規定により交付決定された研

究課題に対する補助金から適用する。 

 

附則（平成 31年３月 28日改正） 

 この変更は、平成 31年 3月 28日以降に、交付要綱第９条の規定により交付基準額等を決

定された研究課題及び同日以降に交付要綱第 11条の規定により交付決定された研究課題に

対する補助金から適用する。 

 

附則（令和２年 12月 25日改正） 

 この変更は、令和２年 12月 25日から施行する。 

 

附則（令和７年 11月 26日改正） 

 この変更は、令和７年 11月 26日から施行する。
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別表第１ 

研究事業を行う者が個人又は法人（別表第２に掲げるものを除く。）である場合 

１ 直接経費 

  研究事業のうち直接経費に係る補助金の交付対象となる経費の範囲は、次の（１）から

（４）に掲げる費目とする。なお、交付対象となる費目の内容は、別紙１のとおりとする。

また、間接経費を交付する場合、間接経費として充当すべき経費については、直接経費の

対象としないものとする。 

（１）物品費（設備備品費及び消耗品費） 

（２）人件費・謝金（人件費及び謝金） 

（３）旅費 

（４）その他 

 

２ 間接経費 

  間接経費の額、対象機関、対象研究課題及び主な使途は次の（１）から（４）のとおり

であり、執行にあたっては「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（平成 13 年４

月 20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）に準じ、適正に取り扱いを行うこ

と。 

（１）間接経費の額 

   研究代表者（法人が研究事業を実施する場合は、当該法人。）へ交付される直接経費の

30％を限度とする。 

   ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるも

のとする。 

（２）対象機関 

   独立行政法人、特殊法人、社団・財団法人、民間企業、国立大学法人、私立大学等 

  ※ 厚生労働省所管の国立試験研究機関又は国立更生援護機関は対象としないものとす

る。 

（３）対象研究課題 

   次に掲げる研究課題とする 

   ・新規採択研究課題 

   ・間接経費が交付された継続課題 

   ・法人が実施する研究事業 

（４）主な使途 

   当該研究課題の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のようなものを

対象とする。 

   ○管理部門に係る経費 

    ・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

    ・管理事務の必要経費 
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備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内

外旅費、会議費、印刷費 

    など 

○研究部門に係る経費 

    ・共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、

会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

    ・当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

・特許関連経費 

・研究棟の整備、維持及び運営経費     

・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

・設備の整備、維持及び運営経費 

・ネットワークの整備、維持及び運営経費 

・大型計算機（スパコンを含む。）の整備、維持及び運営経費 

・大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

・図書館の整備、維持及び運営経費 

・ほ場の整備、維持及び運営経費 

など 

○その他の関連する事業部門に係る経費 

 ・研究成果展開事業に係る経費 

    ・広報事業に係る経費 
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別紙１ 

費目 
費目の内容 

大項目 中項目 

物品費 設備備品費 設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費 

消耗品費 消耗品の購入に要する経費 

人件費・謝金 人件費 
研究事業の実施に必要な者に係る退職金を除く給与、賃金、賞与、

保険料、各種手当等（研究代表者又は研究分担者の所属する試験

研究機関等若しくは研究事業を行う法人（以下「研究機関」とい

う。）が、当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限

る。）及び労働者派遣業者等への支払いに要する経費 

 ※当該研究について、研究機関から人件費が支払われる部分は

除く。 

謝金 知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経

費 

※研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。 

旅費  国内旅費及び外国旅費 

 ※外国旅費については、研究代表者、研究分担者又は研究協力

者（法人にあっては、当該研究に従事する者であって研究代表

者、研究分担者又は研究協力者に準ずる者）が１行程につき最

長２週間の期間とする。ただし、天災その他事故によりやむを

得ず１行程が２週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が

認めた最小行程を交付対象とする場合がある。 

その他  同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要

経費（印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議

費（茶菓子弁当代（アルコール類を除く。））、通信費（郵便料及

び電話料等）、運搬費、光熱水料（電気料、ガス料及び水道料等）、

機械器具等の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費（研究機関

等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。）、学会参

加費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理

費、（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に対する薬事相

談費用（研究終了後の製品化等に関する相談費用は除く。）、業務

請負費（試験、解析、検査、通訳及び翻訳等）、委託費（研究事

業の一部を他の機関に委託するための経費）並びにその他研究事

業の実施に必要な経費 
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別表第２ 

研究事業を行う者が都道府県である場合 

１ 直接経費 

  研究事業のうち直接経費に係る補助金の交付対象となる経費の範囲は、次の（１）から

（４）に掲げる費目とする。なお、交付対象となる費目の内容は、別紙２のとおりとする。 

（１）物品費（設備備品費及び消耗品費） 

（２）人件費・謝金（人件費及び謝金） 

（３）旅費 

（４）その他 
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別紙２ 

費目 
費目の内容 

大項目 中項目 

物品費 設備備品費 設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費 

消耗品費 消耗品の購入に要する経費 

人件費・謝金 人件費 研究事業の実施に必要な者に係る退職金を除く給与、賃金、賞与、

保険料、各種手当等（研究機関が、当該研究機関の給与規程等に

基づき雇用する場合に限る。）及び労働者派遣事業者等への支払

いに要する経費 

 ※研究代表者、研究分担者及び教育公務員以外の当該都道府県

の職員に対するものを除く。 

 ※常勤職員に対するものを除く。 

謝金 知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経

費 

※研究代表者及び研究分担者に及び教育公務員以外の当該都

道府県の職員に対するものを除く。 

旅費  国内旅費 

その他  同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要

経費（印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議

費（茶菓子弁当代（アルコール類を除く。））、通信費（郵便料及

び電話料等）、運搬費、光熱水料（電気料、ガス料及び水道料等）、

機械器具等の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費（研究機関

等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。）、学会参

加費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理

費、 

（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に対する薬事相談費

用（研究終了後の製品化等に関する相談費用は除く。）、業務請負

費（試験、解析、検査、通訳及び翻訳等）、委託費（研究事業の

一部を他の機関に委託するための経費）並びにその他研究事業の

実施に必要な経費 

※光熱水料（電気料、ガス料及び水道料等）を除く。 
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別表３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設備備品費 

実費とする。 

 

２ 消耗品費 

実費とする。 

 

３ 人件費 

  研究機関の給与規程等によるものとする。なお、労働者派遣事業者等への支払いに要す

る経費は実費とする。 

 

４ 謝金 

研究機関の謝金規程等によるものとする。ただし、「謝金の標準支払基準」（平成 21年 

７月１日各府省等申合せ）を参考に決定する等、その者の資格、免許、研究に従事した年

数、職歴又は用務内容等を踏まえ、妥当な単価により支出することも可とする。 

 

５ 旅費 

研究機関等の旅費規程等によるものとする。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律 

（昭和 25年法律第 114号。以下「旅費法」という。）及び国家公務員等の旅費に関する法律

施行令（令和６年政令第 306号。以下「旅費法施行令」という。）に規定する交通費及び宿

泊費等の取扱等を参考に、妥当な単価を決定し、支出することも可とする。なお、旅費法及

び旅費法施行令の規定を参考に交通費等の単価を決定する場合、旅費法施行令第４条に定め

る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の単価につい

ては、同施行令第１条第２項第１号及び第２号に定義する内閣総理大臣等及び指定職職員等

に適用される額を原則使用しないこと。 

 

６ その他 

  実費とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


